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第２章 総務・医務 

１ 「人材育成プログラム」の活用

「保健師人材育成プログラム（改訂版）」「地域保健従事者人材育成プログラム（精神保健福祉士編）」等に

基づき、新任保健師・精神保健福祉士を対象に、3 か月ごとの Off-JT（集合研修）とＯＪＴ（職場内研修）、3 か

月ごとの教育担当者研修による人材育成を行った。保健師については、各所属にてキャリアラダーも活用して

いる。 

２ 保健所等職員専門研修（Off-JT） 

「保健師人材育成プログラム」等に基づき、公衆衛生分野に従事する専門職等の資質及び能力の向上を

図ることを目的に、以下の研修を主催し実施した。令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、開催の見合わせや開催方法の変更を行った。このほか、国や研修専門機関等が実施する主要な研修に

職員を派遣している。 

主 催 研 修 実 施 状 況 

研修名 内  容・テーマ 講 師 対 象 参加者数 

保健所・保健センター

等新任職員研修 

保健所・保健センター等 

業務説明 
保健所長・各課長等の職員 

保健所・保健センタ

ー等新規採用職員

及び異動職員 

 50名 

新任地域保健従事者

・教育担当者研修 

３か月ごとのテーマに基づく 

研修（地域保健活動の進め方、 

地域診断 等）      

9 回（うち 2回は書面開催） 

教育担当者研修    

6 回（うち 3回は書面開催） 

保健総務課職員、 

庁内他部署職員、 

目白大学 看護学部 

専任講師 永井 智子 氏 

新規採用保健師 

及び教育担当者 
延179名 

伝達研修会 

「公衆衛生の専門職として活動する

ために～最新情報にアップデートし

よう！～」 

保健所職員、 

庁内他部署職員 

公衆衛生分野に従

事する専門職 等 
14名 

危機管理研修会 PPE実技演習    3 回 
健康科学研究センター 

保健科学課職員 

保健師等専門職及

び関係部署行政職 
10名 

精神保健福祉士研修 グループスーパービジョン  １回 ―

保健所・こころの健

康センター･総合教

育相談室等の精神

保健福祉士 

31名 
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３ 保健師活動体制強化事業 

公衆衛生看護専門職としての保健師の活動体制の強化を目的に、新任期保健師トレーナーを派遣及

び外部研修受講支援、保健師人材育成体系検討会議を行っている。 

件数 回数

新任期保健師トレーナー派遣 100 保健師人材育成体系検討会議 1

外部研修受講支援 0

４ 統計調査 

⑴  人口動態調査（基幹統計） 

人口動態は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の 5 種類の「人口動態事象」について、各届出書等から

転記することによって調査している。保健所では、区民課で各届出書等から作成された調査票を審査、確

認後、埼玉県へ送付している。 

〈 根拠法令等 ： 人口動態調査令 〉 

人口動態調査票受付件数(令和 3年 1月～令和 3年 12 月)

出生票 婚姻票 離婚票 死亡票 死産票

総　数 9,594 5,947 1,748 12,047 124

西　区 804 411 138 992 10

北　区 1,031 615 201 1,339 12

大宮区 942 797 198 1,227 13

見沼区 1,005 532 206 1,551 11

中央区 708 554 113 875 17

桜　区 504 296 108 847 2

浦和区 1,303 912 203 1,351 19

南　区 1,453 983 237 1,349 7

緑　区 1,232 525 187 1,224 17

岩槻区 612 322 157 1,290 16

*上記件数は、さいたま市で作成した調査票の枚数であり、さいたま市の事象の数とは異なる。

⑵ 保健統計調査 

調査の名称・目的 調査時期 さいたま市内における対象 

国民生活基礎調査 

保健･医療･福祉･年金･所得等の国民生活
の基礎的事項を把握する。 

毎年6月 
平成 27 年国勢調査地区から層化無作為抽出した地区内の全て

の世帯（11地区、699 世帯） 

医療施設動態調査 

医療施設の分布及び整備の実態を明らか
にするとともに、診療機能を把握する。 

届出の受理または

処分をしたとき

医療法に基づく開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分を

した医療施設 
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５ 学生実習及び臨床研修医の受入れ 

保健所・保健センターでは専門職育成の目的で、「さいたま市学生実習受入れ要綱」に基づき学生を受

け入れている。令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、8 月以降の保健所・保健センタ

ーでの学生実習の受入れを中止とした。  

また、保健所では「埼玉県医師臨床研修(地域保健)実施要綱」に基づく臨床研修医の受入れも行ってい

るが、新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、保健所実習の受入れは中止となった。 

⑴  保健所 

種　　　別 団　　　体　　　名 実人員 延人員

埼玉県立大学　※1 12 60

目白大学　　※1 12 60

早稲田医療技術専門学校　※2 12 12

埼玉県立常盤高等学校看護専攻科 74 74

埼玉大学 20 20

合計 5団体 130 226

看護学生等

※1 実習期間を短縮して受入れた 

     ※2 オリエンテーションのみ実施し、実習受入れは中止した 

⑵   保健センター 

種　　　別 団　　　体　　　名 実人員 延人員

埼玉県立大学　※1 16 84

目白大学　※1 9 54

埼玉県立常盤高等学校看護専攻科 74 74

大宮医師会看護専門学校 26 52

合計 4団体 125 264

看護学生等

※1 実習期間を短縮して受入れた 
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６ 医務・医療監視 

保健所では、市内の病院、診療所、助産所、歯科技工所及び施術所の開設等に関する事務及び衛生検

査所の登録・検査に関する事務並びに医療監視を行っている。 

 〈 根拠法令等 ： 医療法第 7 条第 1 項、法第 7 条第 2 項、法第 7 条第 3 項、法第 8 条、法 8 条の 2 第

2 項、法第 9 条第 1 項、法第 9 条第 2 項、法第 12 条第 2 項、法第 15 条第 3 項、法第 18 条ただし書き、

法第 25 条第 1 項、法第 27 条、医療法施行令第 3 条の 3、令第 4 条、令第 4 条の 2 第 1 項、令第 4 条

の 2 第 2 項、歯科技工士法第 21 条第 1 項、法第 21 条第 2 項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう

師等に関する法律第 9 条の 2 第 1 項、法律第 9 条の 2 第 2 項、法律第 9 条の 3、柔道整復師法第 19

条第 1 項、法第 19 条第 2 項、臨床検査技師等に関する法律第 20 条の 3 第 1 項、法第 20 条の 4 第 3

項、法第 20 条の 5 〉 

申 請 ・ 届 出 等 受 理 件 数 及 び 医 療 監 視 実 施 件 数 

開
設
許
可

(

登
録

)

変
更
許
可

(

登
録
変

更

)

開
設
届
出

変
更
届
出

休
止
届
出

再
開
届
出

廃
止
届
出

使
用
前
の

検
査
申
請

そ
の
他

許
可
届
出

立
入
検
査

総　数 113 83 273 777 17 4 204 33 337 65

病　院 1 47 1 11 0 0 1 29 51 39

診療所 102 30 140 382 10 1 119 3 180 19

歯科診療所 10 5 27 147 6 2 27 0 106 1

助産所 0 0 6 3 0 0 2 1 0 1

歯科技工所 2 4 0 0 2 0 0

施術所 97 218 1 1 53 0 0

衛生検査所 0 1 12 0 0 0 0 5

届 出 施 設 数 及 び 病 床 数  

（令和 4 年 3 月 31 日現在：休止を含む）

施設数 病床数

病　院 （うち有床施設数） 39(39) 7,982

診療所 （うち有床施設数） 1,024(30) 353

歯科診療所 （うち有床施設数） 700(1) 5

助 産 所 （うち入所施設数） 36(2) 6

歯科技工所 157

施 術 所 1,747

衛生検査所 8
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７ 医療安全相談 

患者・家族等と医療機関等の信頼関係の構築を支援するため、保健所に「医療安全相談窓口」を設置し、

患者・家族等からの苦情や相談等へ対応、医療機関の案内を行っている。 

〈 根拠法令等 ： 医療法第 6 条の 13、さいたま市医療安全支援センター設置要綱（Ｈ20 年 6 月 20 日施行） 〉 

電  　話 1,393 相談・質問 843 健康・病気 348

来　  庁 10 不信・苦情 580 医療内容 283

手  　紙 5 要望・提言 1 医療事故 32

そ の 他 18 そ　の　他 2 対応・接遇 238

合　  計 1,426 合　　計 1,426 医療費 112

カルテ開示等 61

医療機関案内 238

そ　の　他 114

合　　　計 1,426

相談内容別件数相談方法別件数 相談種別件数

８ 衛生免許事務(埼玉県への経由事務)

保健所では、医師・歯科医師等の厚生労働大臣免許及び調理師・准看護師等の知事免許の申請受付

等の事務を行っている。 

厚生労働大臣免許申請受付件数（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

総

数

医

師

歯
科
医
師

保

健

師

助

産

師

看

護

師

診
療
放
射
線

技
師

臨
床
検
査
技
師

衛
生
検
査
技
師

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

視
能
訓
練
士

薬

剤

師

管
理
栄
養
士

免許申請 1,002 82 11 67 16 393 23 45 77 25 13 129 121

書 換 え 867 46 7 87 16 430 18 37 1 34 23 8 83 77

再 交 付 44 8 1 1 0 15 3 4 0 1 2 1 5 3

抹 消 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合 計 1,917 138 20 155 32 838 44 86 1 112 50 22 218 201

県 知 事 免 許 申 請 受 付 件 数（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

総

数

栄
養
士

調
理
師

製
菓
衛
生
師

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師

准
看
護
師

登
録
販
売
者

他
県
准
看
護
師

免許申請 588 119 250 13 1 46 159

書 換 え 175 71 46 3 0 22 15 18

再 交 付 59 7 32 2 1 6 6 5

抹 消 1 0 1 0 0 0 0 0

合　計 823 197 329 18 2 74 180 23


